別紙１　「自己調査票」(1/4)　　　　　　　　　Ver.3.1
[image: image1.wmf] 

 

 Ver.6.0



取引先コード：     　
お取引先様会社名：     　
　自　己　評　価　票　
「自己評価票」、「現状調査票」、｢実施項目一覧表兼チェックシート｣の記載内容については、事実と相違ないことを宣言いたします。

代表者名※1：     
印
　
     
年　     
月　     
日
	お取引先様

会社名
	日本語
	     
	
	記入責任者

	
	英語
	     
	
	部署名
	     

	評価会社名称※2
	日本語
	     
	
	役職
	     

	
	英語
	     
	
	氏名
	     

	評価事業所名称※3
	日本語
	     
	
	TEL
	     

	
	英語
	     
	
	E-mail
	     

	評価事業所所在地
	日本語
	〒     
     




取引先コード：     　
お取引先様会社名：     　
【個人情報の取扱いについて】

キヤノンは、ご提供いただいた個人情報について次の通り扱います。

以下の取り扱いに同意頂ける場合のみ、ご記入ください。　　

· ご提供頂いた個人情報は、記載内容について問い合わせをするために必要な範囲で利用します。

· ご提供頂いた個人情報は、上記目的でキヤノングループ会社と共同で利用することがあります。

キヤノングループ会社はhttp://web.canon.jp/corp/ をご覧ください。

共同して利用することについての管理責任はキヤノン株式会社にあります。

このほか、法令に基づく場合を除き、同意なくキヤノングループ外の第三者へ提供しません。

· ご提供頂いた個人情報は安全に管理いたします。

· ご自身の個人情報に関する開示、訂正、削除を希望される場合、また個人情報に関してのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

「お問い合わせ先」

お取り引きしているキヤノンの調達窓口

「個人情報の管理責任者」

キヤノン株式会社　調達本部　グローバル調達統括センター　技術調達推進部

e-mail  sup-green-procurement@list.canon.co.jp

	第三者認証機関の認証取得状況

	 FORMCHECKBOX 
 ISO14001、EMASの認証取得済み
（最新の更新年月：      
年      
月）

	 FORMCHECKBOX 
 認証取得予定あり
（認証取得予定年月：      
年      
月）

	 FORMCHECKBOX 
 認証取得計画なし

	 FORMCHECKBOX 
 その他の環境に関する第三者認証機関の認証取得済み
（最新の更新年月：      
年      
月）



（認証名：     
）

	 FORMCHECKBOX 
 他社グリーン認証の認証取得済み
（最新の更新年月：      
年      
月）


（認証名：     
）



取引先コード：     　
お取引先様会社名：     　

（１）事業活動に関する要求事項
 Ａ： 事業活動の環境管理システムに関する要求事項

	要求事項
	判定
	No.

	Ⅰ 環境管理システムの構築

以下を行うための責任と手順を定めて文書化している

	1. 方針
	・環境管理活動に関する方針の作成

・従業員への周知
	     
	1

	2. 計画策定
	
	－
	－

	
	2.1環境側面

（現状調査）
	・事業活動の環境負荷の調査
	     
	2

	
	
	・環境関連法規制の調査
	     
	3

	
	
	・製造環境影響物質の調査
	     
	4

	
	
	・土壌・地下水汚染防止対策の調査
	     
	5

	
	2.2 目標と計画の策定
	・現状調査の結果を基にした、環境負荷低減を行うための目標と計画の策定
	     
	6

	3. 運用管理
	・環境管理システムの管理者の設置

・目標を達成するために必要と思われる手順の作成

・目標を達成するために必要と思われる手順の従業員への周知
	     
	7

	4. パフォーマンスの評価および改善
	・計画の進捗状況、目標の達成状況、本条件の充足状況の評価および経営者への報告
	     
	8

	5. マネジメントレビュー
	・経営者を含めた実施状況の確認と問題点の解決および上記1、2.2への反映
	     
	 9



取引先コード：     　
お取引先様会社名：     　
	要求事項
	判定
	No.

	Ⅱ 環境管理システムの運営

　　上記「Ⅰ環境管理システムの構築」で決めた責任と手順に従い、以下の活動を行い､

その記録を残している

	1. 方針
	・環境管理活動に関する方針の作成

・従業員への周知
	     
	10

	2. 計画策定
	
	－
	－

	
	2.1 環境側面

（現状調査）
	・事業活動の環境負荷の調査
	     
	11

	
	
	・環境関連法規制の調査
	     
	12

	
	
	・製造環境影響物質の調査
	     
	13

	
	
	・土壌・地下水汚染防止対策の調査
	     
	14

	
	2.2 目標と計画の策定
	・現状調査の結果を基にした、環境負荷低減を行うための目標と計画の策定
	     
	15

	3. 運用管理
	・環境管理システムの管理者の設置

・目標を達成するために必要と思われる手順の作成

・目標を達成するために必要と思われる手順の従業員への周知
	     
	16

	4. パフォーマンスの評価および改善
	・計画の進捗状況、目標の達成状況、本条件の充足状況の評価および経営者への報告
	     
	17

	5. マネジメントレビュー
	・経営者を含めた実施状況の確認と問題点の解決および上記1、2.2への反映に対する解決策
	     
	18


Ｂ： 事業活動のパフォーマンス関する要求事項
	要求事項
	判定
	No.

	1. 法規制の遵守
	事業活動に関する環境関連法規制を遵守している
	     
	19

	2. 製造環境影響物質の管理
	－
	－

	
	2.1 使用禁止物質
	キヤノンに納入する物品の開発・生産・販売の過程において「製造環境影響物質リスト」（添付資料1）で定める、“1A 使用禁止物質”を使用していない

注：使用禁止物質を「不使用」の場合は、「Yes」とご回答ください
	     
	20

	3. 土壌・地下水汚染防止対策
	化学物質の土壌・地下水汚染に関する防止対策を講じている
注：化学物質を使用する工程がないので対策が不要の場合は   「判定」欄に「不要」とご記入下さい
	     
	21



取引先コード：     　
お取引先様会社名：     　
（２）物品に関する要求事項
 Ｃ： 製品含有化学物質管理に関する要求事項
	要求事項
	判定
	No.

	グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)が発行した「製品含有化学物質管理ガイドライン」の実施項目一覧表に沿った取り組みを実施するための責任と手順を定め文書化し、定めた手順に従い活動を行っている
	     
	－


※なお、実施内容の客観的な証明となる具体的なデータが書かれた文書・規程等の資料をご提出いただく際は、資料に「実施項目一覧表兼チェックシート」の実施項目番号をご記入いただき、自己評価票に添付してください。
Ｄ： 物品のパフォーマンスに関する要求事項
	要求事項
	判定
	No.

	1. 製品環境影響物質の管理
	－
	－

	
	1.1 使用禁止物質
	キヤノンに納入する物品の中に「製品環境影響物質リスト」（添付資料2）で定める、“2A/3A 使用禁止物質”を含有しない

注：使用禁止物質が非含有の場合は、「YES」とご記入ください
	     
	－


※なお、個々の取引対象物品の製品環境影響物質情報については、個々に調査を行います。




｢事業活動に関する要求事項｣、｢物品に関する要求事項｣に対して、それぞれの充足状況を確認してください。「要求事項」を満足している場合は｢Yes｣、満足していない場合は｢No｣と「判定」欄にご記入ください。


実施内容の客観的な証明となる具体的なデータが書かれた文書・規程等の資料をご提出いただく際は、資料に「No.」欄の番号をご記入いただき、自己調査票に添付してください。


また現状調査票（フォーマット2）、グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）作成の製品含有化学物質管理ガイドラインの｢実施項目一覧表兼チェックシート｣も添付してください。





評価事業所の第三者認証機関（ISO14001、EMASまたは、その他の環境に関する第三者認証機関）の認証取得状況の該非のチェックおよび更新（または取得）年月を記入してください。





※1：「代表者名」の署名と捺印は、組織の規模や管理体制によって、社長、担当取締役、担当執行役員、事業所の代表者、経営層が任命した環境管理責任者などの方にお願いいたします。


※2：「取引先環境評価」の評価対象である会社名称をご記入ください。


（お取引先様が製造メーカーの場合は、自社の会社名をご記入ください。お取引先様が商社の場合は、キヤノンに納入する物品の実際の製造者の会社名をご記入ください。）


3：評価対象の事業所名称をご記入ください。


なお、評価事業所名称は、英語名のご記入もお願いいたします。
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